
令和 2年 3月 19 日現在

新型コロナウイルス感染症の拡大より、売上の減少などの影響による市内中小企業者の資金繰りを支援

するため、市があっせんする資金の一部について緊急支援を行います。

１ 対象とする資金と支援の内容

令和２年８月 31日までに市へ融資あっせん申請のあった次の資金

(県)経営健全化支援資金（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策・特別経営安定対策・経営安定対策）⇒利子補給率の特

例

(市)不況対策及び倒産防止資金（経営安定対策）⇒利子補給率の特例及び信用保証料の補助

２ 利子補給率の特例の適用期間

借入後１年間

３ 制度の概要

※1 経営安定対策と特別経営安定対策の合計額です。

※2 特例期間(1 年間)の終了後は、従来の利子補給後の率(2 年間)となります。

４ 融資要件等

(1) 県融資制度の利用については、中小企業信用保険法（昭和 25 年法律第 264 号）第２条第５項第４

号若しくは第５号又は同条第６項に該当することについて、市長の認定が必要です。要件は次のとお

りです。

ア 第２条第５項第４号（セーフティネット保証４号）

原則として最近１ヶ月間の売上高等が前年同月に比して 20％以上減少しており、かつ、その後２

ヶ月を含む３ヶ月の売上高等が前年同期に比して 20％以上減少することが見込まれる方（全業種）

イ 第２条第５項第５号（セーフティネット保証５号）

全国的に業況が悪化している業種（指定業種）で、原則として最近３ヶ月間の売上高等が前年同

期比５％以上減少している方

ウ 第２条第６項（新型コロナウイルス対策・危機関連保証）

最近１ヶ月間の売上高等が前年同月に比して 15％以上減少しており、かつ、その後２ヶ月を含む

３ヶ月の売上高等が前年同期に比して 15％以上減少することが見込まれる方

(2) 市融資制度の利用については、最近３ヶ月の売上高等が前年同期に比して 10％以上減少することが

見込まれる方（全業種）

※ 上記(1)・(2)いずれも市内で１年以上事業を行っている方に限ります。

５ その他

(1) 新型コロナウイルス感染症の今後の状況により随時、内容を見直す場合があります。

(2) ご不明の点は、お取り引き金融機関又は下記へお問合せください。
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◇ お問い合わせ ◇


